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イ
ベ
ン
ト

図
書
館
情
報

健
康
福
祉

そ
の
他

講
座
・
教
室

募　
集

ス
ポ
ー
ツ

日
先
着
６
人
）

収
集
品
目
　
家
具
・
自
転
車
な
ど

収
集
制
限
　
各
家
庭
４
点
以
内

料
金
　
１
㎏
当
た
り
33
円（
消
費

税
込
み
）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
　
９
月

22
日
㈬
か
ら
電
話
で
清
掃
セ
ン
タ
ー

（
☎
㉓
８
３
０
５
）へ

職
業
訓
練
説
明
会

　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
は
職
業
訓
練

に
興
味
が
あ
る
人
を
対
象
に
毎
月

職
業
訓
練
説
明
会
を
開
催
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
支
給
要
件
を
満
た

せ
ば
、
月
10
万
円
の
生
活
支
援
の

給
付
金
を
受
け
な
が
ら
無
料
の
職

業
訓
練
が
受
講
で
き
ま
す
。

日
時
　
10
月
29
日
㈮
・
11
月
26
日

㈮
・
12
月
27
日
㈪
午
後
２
時
30
分
〜

３
時
30
分

会
場
　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
藤
岡

問
い
合
わ
せ
　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
藤

岡（
☎
㉒
８
６
０
９
）

雇
用
の
ト
ラ
ブ
ル
解
決

　
県
労
働
委
員
会
で
は
、
労
働
者

個
人
と
事
業
者
の
労
働
条
件
な
ど

に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル（
個
別
的
労

使
紛
争
）解
決
の
サ
ポ
ー
ト
を
し

て
い
ま
す
。
経
験
豊
か
な
あ
っ
せ

ん
員
が
両
者
の
間
に
立
っ
て
、
話

し
合
い
に
よ
る
解
決
を
目
指
し
ま

す
。

　
相
談
費
用
は
無
料
で
秘
密
は
厳

守
し
ま
す
。
労
使
間
の
ト
ラ
ブ
ル

で
お
困
り
の
人
は
利
用
し
て
く
だ

さ
い
。

対
象
　
県
内
事
業
所
に
勤
務
す
る

労
働
者
・
県
内
事
業
所
の
事
業
主

対
象
事
案
　
解
雇
・
雇
い
止
め
・

配
置
転
換
・
懲
戒
処
分
・
パ
ワ
ハ

ラ
な
ど
の
労
働
に
関
す
る
紛
争

費
用
　
無
料

相
談
窓
口
・
問
い
合
わ
せ
　
県
労

働
委
員
会
事
務
局（
☎
０
２
７
・

２
２
６
・
２
７
８
３
）

ハ
ロ
ウ
ィ
ン
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
・

ハ
ロ
ウ
ィ
ン
ジ
ャ
ン
ボ
ミ
ニ

　
こ
の
宝
く
じ
の
収
益
金
は
市
町

村
の
明
る
い
ま
ち
づ
く
り
や
環
境

対
策
、
高
齢
化
対
策
な
ど
地
域
住

民
の
福
祉
向
上
の
た
め
に
使
わ
れ

ま
す
。

発
売
期
間
　
９
月
22
日
㈬
〜
10
月

22
日
㈮

抽
せ
ん
日
　
10
月
29
日
㈮

当
せ
ん
金
　
▽
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
ジ
ャ

ン
ボ
宝
く
じ
＝
最
高
５
億
円（
前

後
賞
含
む
）▽
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
ジ
ャ

ン
ボ
ミ
ニ
＝
最
高
５
０
０
０
万
円

（
前
後
賞
含
む
）

地
域
見
守
り
サ
ポ
ー
タ
ー

研
修
会

日
時
　
10
月
25
日
㈪
午
後
１
時
30

分
〜
３
時
30
分

会
場
　
藤
岡
公
民
館

内
容
　
地
域
に
お
け
る
見
守
り
の

必
要
性
や
高
齢
者
の
特
性
と
見
守

り
の
ポ
イ
ン
ト
、
気
に
な
る
人
が

い
た
と
き
の
対
応
な
ど
。
研
修
終

了
後
に
は「
地
域
見
守
り
サ
ポ
ー

タ
ー
」と
し
て
登
録
い
た
だ
き
、

普
段
の
生
活
の
中
で
さ
り
げ
な
い

見
守
り
を
お
願
い
し
ま
す

対
象
　
地
域
見
守
り
サ
ポ
ー
タ
ー

に
興
味
・
関
心
の
あ
る
人

定
員
　
40
人（
先
着
順
）

参
加
料
　
無
料

そ
の
他
　
参
加
者
に
は
修
了
証
と

サ
ポ
ー
タ
ー
グ
ッ
ズ
を
差
し
上
げ

ま
す

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
　
10
月

20
日
㈬
ま
で
に
市
社
会
福
祉
協
議

会（
☎
㉒
５
６
４
７
）へ

そ
の
他

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
受
付

　
令
和
４
・
５
年
度
入
札
参
加
資

格
審
査
申
請（
定
期
申
請
）を
受

け
付
け
ま
す
。

申
請
の
種
類
・
期
間
　
▽
物
品
・

役
務
＝
10
月
１
日
㈮
〜
29
日
㈮
▽

測
量
・
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
＝
12
月

1
日
㈬
〜
21
日
㈫
▽
建
設
工
事=

令
和
４
年
１
月
５
日
㈬
〜
28
日
㈮

登
録
有
効
期
間
　
４
年
４
月
１
日
〜

６
年
３
月
31
日

申
請
方
法
　「
ぐ
ん
ま
電
子
入
札

共
同
シ
ス
テ
ム
」の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
操
作
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
手
順

に
沿
っ
て
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い

　

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
入
札

情
報
」の
ペ
ー
ジ
か
ら
も「
ぐ
ん

ま
電
子
入
札
共
同
シ
ス
テ
ム
」の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ア
ク
セ
ス
で
き

ま
す

そ
の
他
　
小
規
模
契
約
希
望
者
登

録
制
度
の
更
新
手
続
き
は
、
４
年

２
月
ご
ろ
に
案
内
し
ま
す

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
　
契
約

検
査
課（
☎
㊵
２
２
２
３
）

土
地
区
画
整
理
審
議
会

選
挙
人
名
簿
の
縦
覧

日
時
　
９
月
30
日
㈭
〜
10
月
13
日

㈬
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

会
場
　
市
役
所
中
庁
舎

　
※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
市
役

所
日
直
室
で
行
い
ま
す

異
議
の
申
し
出
　
選
挙
人
名
簿
に

異
議
の
あ
る
人
は
縦
覧
期
間
内
に

文
書
で
市
長
に
申
し
出
る
こ
と
が

で
き
ま
す

提
出
先
・
問
い
合
わ
せ　
区
画
整

理
課（
☎
㊵
２
３
５
６
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

申
請
窓
口
開
設

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
未
申
請

の
人
向
け
に
、
申
請
書
ま
た
は
タ

ブ
レ
ッ
ト
に
よ
る
申
請
サ
ポ
ー
ト

と
無
料
の
写
真
撮
影
サ
ー
ビ
ス
を

行
う
窓
口
を
開
設
し
ま
し
た
。
申

請
は
予
約
制
と
な
っ
て
い
ま
す
の

で
、
取
得
を
希
望
す
る
人
は
総
務

課
ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

日
時
　
12
月
28
日
㈫
ま
で
、
午
前

９
時
〜
午
後
５
時（
土
・
日
曜
日
、

祝
日
、
午
後
０
時
〜
午
後
１
時
を

除
く
）

　
※
申
請
手
続
き
は
１
人
当
た
り

１
時
間
以
内
の
対
応
の
た
め
、
最

終
予
約
時
間
は
午
後
４
時
と
な
り

ま
す

会
場
　
市
役
所
市
民
相
談
室

持
っ
て
く
る
物
　
▽
本
人
確
認
書

類（
運
転
免
許
証
な
ど
）▽
２
次

元
コ
ー
ド
付
き
交
付
申
請
書
▽
通

知
カ
ー
ド（
所
持
し
て
い
る
場
合
）

▽
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
所
持

し
て
い
る
場
合
）

　
※
詳
細
は
予
約
時
に
確
認
し
ま
す

そ
の
他
　
必
ず
申
請
を
希
望
す
る

本
人
が
来
て
く
だ
さ
い
。
申
請
者

が
15
歳
未
満
の
場
合
は
、
必
ず
本

人
と
法
定
代
理
人
が
来
て
く
だ
さ
い

問
い
合
わ
せ
　
▽
申
請
の
予
約
に

つ
い
て
＝
総
務
課（
☎
㊵
２
２
２

１
）▽
カ
ー
ド
の
交
付
に
つ
い
て
＝

市
民
課（
☎
㊵
２
２
５
６
）

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト

申
し
込
み
期
間
の
延
長

　
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
サ
ー
ビ

ス
で
チ
ャ
ー
ジ
や
買
い
物
を
し
た

際
に
利
用
金
額
の
25
％（
上
限
５

０
０
０
円
分
）の
ポ
イ
ン
ト
が
付

与
さ
れ
る
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申

し
込
み
期
間
が
令
和
３
年
９
月
末

か
ら
12
月
末
に
延
長
に
な
り
ま
し

た
。

　
３
年
４
月
末
ま
で
に
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
を
し
た
人
が

対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、
ま
だ
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
受
け
取
っ

て
い
な
い
人
は
、
早
め
の
受
け
取

り
と
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
し
込

み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
▽
カ
ー
ド
の
受
け

取
り
に
つ
い
て
＝
市
民
課（
☎
㊵
２

２
５
６
）▽
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
事

業
に
つ
い
て
＝
総
務
課（
☎
㊵
２

２
２
１
）

粗
大
ご
み
有
料
回
収

収
集
日　
10
月
４
日
・
11
日
・
18

日
・
25
日
の
月
曜
日
の
午
後（
各

　愛の献血にご協力ください。

日時　10月８日㈮午前９時30分～
11時30分、午後０時45分～３時
30分
会場　市保健センター
献血方法　200ml献血・400ml献血
対象　献血に協力できる人
　※体重、貧血の有無などの基準
があり当日医師が判定します
その他　200ml献血は必要数が確
保されれば受付終了
申し込み　当日会場へ
問い合わせ　健康づくり課（☎㊵
2808）

市民献血

問い合わせ問い合わせ　地域安全課（☎　地域安全課（☎㊵㊵2245）2245）

９月21日㈫～９月30日㈭

▶▶子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保
　横断歩道などでは歩行者が優先であることを再
認識し、横断しようとする歩行者などがいるとき
は、運転者は必ず停車して進路を譲りましょう。
　子どもは道路を横断するとき、手を上げるな
どして運転者に対して横断する意思を明確に伝
え、左右の安全確認を行い横断しましょう。
　高齢者は信号機や横断歩道のある場所を横断
し、左右の安全を確認しながら横断しましょう。
▶▶夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者などの保夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者などの保
護など安全運転意識の向上護など安全運転意識の向上
　日没時間が早まることから、運転者は早めに　日没時間が早まることから、運転者は早めに
ライトを点灯しましょう。ライトを点灯しましょう。
　歩行者は、夕暮れ時や夜間の外出には、明る　歩行者は、夕暮れ時や夜間の外出には、明る
い服装で反射材を着用しましょう。い服装で反射材を着用しましょう。

「自転車も　「自転車も　

　　止まってよく見て　　止まってよく見て

　　　　　　　　　交差点」　　　　　　　　　交差点」

秋の全国交通安全運動の実施秋の全国交通安全運動の実施

▶自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底▶自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底
　自転車利用者は、群馬県交通安全条例に基づ　自転車利用者は、群馬県交通安全条例に基づ
き、自転車保険に加入するとともに、乗車用ヘき、自転車保険に加入するとともに、乗車用ヘ
ルメットの着用に努めましょう。ルメットの着用に努めましょう。
▶飲▶飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶酒運転等の悪質・危険な運転の根絶
　運転者は、飲酒運転の危険性や違法性を認識　運転者は、飲酒運転の危険性や違法性を認識
し、「飲酒運転を絶対にしない・させない」といし、「飲酒運転を絶対にしない・させない」とい
う強い意志を持ちましょう。う強い意志を持ちましょう。

年間スローガン


